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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年７月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２５年７月３１日 ０２時３０分ごろ 

発生場所 北海道釧路市釧路港の島防波堤東端付近 

 釧路市所在の開発局釧路港西港区島防波堤東灯台から真方位２６

５°１５０ｍ付近 

 （概位 北緯４２°５８.８′ 東経１４４°１８.５′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函

館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 ２０１長
ちょう

生
せい

丸、１９トン 

 ＴＴ２－１９０２（漁船登録番号）、長生漁業株式会社 

 １９.７７ｍ（Lr）×４.４６ｍ×１.９３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７３６kＷ、平成１２年２月 

 第２９１－３９２３７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成８年５月８日 

  免許証交付日 平成２３年４月２６日 

         （平成２８年４月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首部外板及び球状船首に破口、凹損等 

防波堤 なし 

 事故の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、釧路港南西方沖の漁場におい

て、いか一本釣り漁を終え、平成２５年７月３０日２３時００分ご

ろ、船長が、単独で操船を行い、約１０ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で同港へ向けて自動操舵により、航行を開始した。 

 船長は、霧で視界制限状態となった釧路港東区南西方３海里（Ｍ）

付近において、同港に向かう針路を定める際、３Ｍレンジとしたレー

ダーで同港南方沖に約１４～１５隻の錨泊船を探知したので、錨泊船

を避けて航行することとし、予定針路を変更して西寄りの針路とし

た。 

 船長は、釧路港の島防波堤（以下「本件防波堤」という。）南方１.
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２Ｍ付近で手動操舵に切り替えた際、レーダー画面で本件防波堤付近

及び釧路港東区に出港船３隻の映像を認めたので、その３隻と行き会

うことを避けようと思い、針路を更に西寄りとした。 

 船長は、目視で錨泊船の灯火がうっすらと見えたので、操舵室右舷

側の窓から顔を出して見張りを行い、リモコンを使用して錨泊船を避

けながら航行した。 

 船長は、約９kn の速力で北進中、平成２５年７月３１日０２時３０

分ごろ船首が本件防波堤の東端付近に衝突した。 

 本船は、自力で本件防波堤から離れて釧路港東区へ帰った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 北、風力 ３、視程 約２００～３００ｍ 

海象：海上 平穏 

 釧路市には、本事故当時、濃霧注意報が発表されていた。 

 その他の事項 

 

 船長は、釧路港への夜間入港の経験が約２０回あり、本件防波堤が

あることを知っていた。 

 本船は、ふだん、市場の開始時刻に合わせ、夜明けから０８時ごろ

までに入港しているが、本事故当時は、不漁のため、早めに漁を切り

上げ、夜間の入港となった。 

 本船は、ＧＰＳプロッターを装備していたが、本事故当時は使用し

ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、霧で視界制限状態となった釧路港南方沖を同港東区へ向け

て航行中、船長が、同港南方沖の錨泊船を避ける西寄りの針路として

いたところ、手動操舵に切り替えた際、出港船３隻の映像を認め、そ

の３隻と行き会うことを避けようと思い、針路を更に西寄りとし、本

件防波堤に接近することとなったが、目視で錨泊船を避けながら航行

していたことから、本件防波堤に向けて航行していることに気付か

ず、本件防波堤に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、霧で視界制限状態となった釧路港南方沖

を同港東区へ向けて航行中、船長が、同港南方沖の錨泊船を避ける西

寄りの針路としていたところ、手動操舵に切り替えた際、出港船３隻

の映像を認め、その３隻と行き会うことを避けようと思い、針路を更

に西寄りとし、本件防波堤に接近することとなったが、目視で錨泊船

を避けながら航行していたため、本件防波堤に向けて航行しているこ

とに気付かず、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・視界制限状態の海域で多数の錨泊船を避けながら航行する場合、

見張員を増強し、目視による見張りに加え、レーダー及びＧＰＳ

プロッターを活用して船位及び周囲の状況の確認を行うこと。 

 


